
第 317回愛媛海区漁業調整委員会議事録 
 

１ 開催日時  令和８年３月４日（水）14：24～15：52 

 

２ 開催場所  松山市二番町四丁目６番地２ 

愛媛県水産会館６階大会議室 

 

３ 出席者 

 （１）委員  立花弘樹 網江正安 川上昭二 林喜代行 塩田浩二 

藤田一也 對尾眞也 金子𠀋広 福島大朝 三好 猛 

        竹ノ内徳人 木和田権一 

（計 12名）  

 

 （２）県   農林水産部水産局水産課   梶田課長 

                      山下主幹     （事務局長） 

                                           納田漁業調整係長 

        東予地方局水産課      成田課長 

        東予地方局今治支局水産課  中島課長 

        中予地方局水産課      宇野課長 

南予地方局水産課      八木課長 

        南予地方局愛南水産課    高島課長 

南予地方局八幡浜支局水産課 藥師寺課長 

 （計９名） 

 

 （３）事務局 逢阪事務局次長 大谷書記 松本書記           

（計３名） 

 

 （４）傍聴者 １名 

 

４ 付議事項 

（１）愛媛県資源管理方針の変更について（諮問） 

【結果】諮問内容のとおり変更して差し支えない旨答申 

（２）くろまぐろ、するめいか及びかたくちいわし瀬戸内海系群に関する令和８管理

年度における知事管理漁獲可能量の設定について（諮問） 

【結果】諮問内容のとおり定めて差し支えない旨答申 

（３）宇和海におけるぶりをとることを目的とするまき網漁業の新設について（諮問） 

【結果】諮問内容のとおり改正して差し支えない旨答申 

（４）宇和海北部海域におけるいわし、あじ、さば機船びき網漁業の操業区域の拡大

について（諮問） 

【結果】諮問内容のとおり改正して差し支えない旨答申 

（５）令和８年度の新規の許可等について（諮問） 



【結果】諮問内容のとおり定めて差し支えない旨答申 

（６）新規の許可等について（諮問） 

【結果】諮問内容のとおり定めて差し支えない旨答申 

（７）宇和海におけるかご漁業の操業制限に関する委員会指示について 

【結果】原案のとおり指示して差し支えない旨決定 

（８）真珠及び真珠貝養殖に係る吊りかご制限に関する委員会指示について 

【結果】原案のとおり指示して差し支えない旨決定 

（９）愛媛県海域における竿つり及び手づりの制限に関する委員会指示について 

【結果】原案のとおり指示して差し支えない旨決定 

（10）宇和海におけるさわら流し網漁業及びさごし、めじか流し網漁業の操業制限に 

関する委員会指示について 

 【結果】原案のとおり指示して差し支えない旨決定 

（11）宝石さんごの採捕禁止に関する委員会指示について 

【結果】原案のとおり指示して差し支えない旨決定 

（12）サイバーセキュリティを確保するための方針の策定について 

   【結果】原案のとおり策定して差し支えない旨決定 

 

５ 報告事項 

（１）くろまぐろに関する令和７管理年度における知事管理漁獲可能量の変更につ

いて 

（２）資源管理の状況等の報告について 

（３）連合海区・広域漁業調整委員会について 

 

６ その他 

  

７ 議事の内容 

 

１ 開会 

逢 阪 次 長 定刻前ではございますが、出席予定の委員さんが皆様お揃いですので、

ただいまから、第 317回愛媛海区漁業調整委員会を開催します。 

本日は喜田委員及び平井委員が、都合により御欠席ですが、委員定数

15 名に対し 12 名の委員が出席されておりますので、委員会事務規程第

５条第１項の規定により、委員会は成立していることを御報告します。 

なお、本日は傍聴の方もお見えですが、傍聴の皆様は傍聴者名簿に所

属、氏名をお書きいただき、傍聴席で静粛に傍聴願います。 

また、私語などは慎むとともに、携帯電話をお持ちの方は、電源を切

るかマナーモードにしていただくなど、会議の円滑な進行に、御協力を

お願いします。 

会議に入ります前に、ここで配付資料の確認をさせていただきます。

資料は、１枚ものの次第と愛媛海区漁業調整委員会委員名簿、ホッチキ

ス留めした資料１から資料 10 まででございます。１枚ものの資料 11 と



愛媛県報がございます。お揃いでしょうか。 

それでは、同規程第４条第１項の規定によりまして、会の進行を、立

花会長にお願いします。 

 

 

２ 会長挨拶 

立 花 会 長 

 

皆さん。こんにちは。 

委員の皆様におかれましては、年度末のお忙しいところ、御出席をい

ただき誠にありがとうございます。また、平素は当委員会の運営に何か

とお力添えをいただいておりますことを改めて御礼申し上げます。 

さて、本日は付議事項として、事前に御案内申し上げましたとおり愛

媛県資源管理方針の変更についてなど計６件の諮問のほか、３月末をも

ってその有効期間が満了する委員会指示５件に加え、本委員会のサイバ

ーセキュリティを確保するための方針の策定について御審議いただくこ

とになっております。 

また、くろまぐろに関する令和７管理年度における知事管理漁獲可能

量の変更についてなど、計３件の報告事項もあります。 

どうぞ慎重な御審議と適切な御決定を賜わりますよう、お願い申し上

げまして、誠に簡単ではございますが、開会の挨拶とさせていただきま

す。 

 

 

３ 議事録署名人選出 

立 花 議 長 議事に先立ちまして、議事録署名人を選出します。恒例により、私か

ら指名させていただきます。 

本委員会の議事録署名人は、福島委員さんと木和田委員さんの御両名

にお願いします。 

 

 

４ （１）第１号議案（愛媛県資源管理方針の変更について（諮問）） 

立 花 議 長 これより、議事に入ります。第１号議案、愛媛県資源管理方針の変更

についてを議題とします。 

事務局の方から、説明願います。 

 

逢 阪 次 長 それでは、資料１の１ページを御覧ください。 

知事からの諮問文を朗読します。  

（ 諮問文朗読 ） 

諮問内容の詳細については、水産課から、説明をお願いします。 

 

納 田 係 長 （ 資料に基づき説明 ） 

 

立 花 議 長 説明が終わりましたので、委員の皆様に御意見をお伺いします。 

 

委 員 一 同 （ 意見なし ） 

 



立 花 議 長 御意見がないようでございますので、お諮りします。 

第１号議案、愛媛県資源管理方針の変更については、諮問のとおりの内

容で決定して差し支えない旨、答申することに御異議ございませんか。 

 

委 員 一 同 （ 異議なし ） 

 

立 花 議 長 異議がないようですので、そのように決定します。 

 

 

４ （２）第２号議案（くろまぐろ、するめいか及びかたくちいわし瀬戸内海系群に

関する令和８管理年度における知事管理漁獲可能量の設定について（諮問）） 

立 花 議 長 続きまして、第２号議案、くろまぐろ、するめいか及びかたくちいわ

し瀬戸内海系群に関する令和８管理年度における知事管理漁獲可能量の

設定についてを議題とします。 

事務局から、説明願います。 

 

逢 阪 次 長 それでは、資料２の１ページを御覧ください。 

知事からの諮問文を朗読します。  

（ 諮問文朗読 ） 

諮問内容の詳細については、水産課から、説明をお願いします。 

 

納田係長 （ 資料に基づき説明 ） 

 

立 花 議 長 説明が終わりましたので、委員の皆様に御意見をお伺いします。 

 

委 員 一 同 （ 意見なし ） 

 

立 花 議 長 御意見がないようでございますので、お諮りします。 

第２号議案、くろまぐろ、するめいか及びかたくちいわし瀬戸内海系群

に関する令和８管理年度における知事管理漁獲可能量の設定については、

諮問のとおりの内容で決定して差し支えない旨、答申することに御異議ご

ざいませんか。 

 

委 員 一 同 （ 異議なし ） 

 

立 花 議 長 異議がないようですので、そのように決定します。 

 

 

４ （３）第３号議案（宇和海におけるぶりをとることを目的とするまき網漁業の新

設について（諮問）） 

立 花 議 長 続きまして、第３号議案、宇和海におけるぶりをとることを目的とす

るまき網漁業の新設についてを議題とします。 

事務局から、説明願います。 

 

逢 阪 次 長 それでは、資料３の１ページを御覧ください。 



知事からの諮問文を朗読します。  

（ 諮問文朗読 ） 

諮問内容の詳細については、水産課から、説明をお願いします。 

 

納 田 係 長 （ 資料に基づき説明 ） 

 

立 花 議 長 説明が終わりましたので、御意見をお伺いします。 

 

委 員 一 同 （ 意見なし ） 

 

立 花 議 長 御意見がないようでございますので、お諮りします。 

第３号議案、宇和海におけるぶりをとることを目的とするまき網漁業

の新設につきましては、諮問のとおりの内容で決定して差し支えない旨、

答申することに御異議ございませんか。 

 

委 員 一 同 （ 異議なし ） 

 

立 花 議 長 異議がないようですので、そのように、決定します。 

 

 

４ （４）第４号議案（宇和海北部海域におけるいわし・あじ・さば機船びき網漁業

の操業区域の拡大について（諮問）） 

立 花 議 長 続きまして、第４号議案、宇和海北部海域におけるいわし、あじ、さ

ば機船船びき網漁業の操業区域の拡大についてを議題とします。 

事務局から、説明願います。 

 

逢 阪 次 長 それでは、資料４の１ページを御覧ください。 

知事からの諮問文を朗読します。  

（ 諮問文朗読 ） 

諮問内容の詳細については、水産課から説明をお願いします。 

 

納 田 係 長 （ 資料に基づき説明 ） 

 

立 花 議 長 説明が終わりましたので、御意見をお伺いします。 

 

福 島 委 員 この案件は、平成 27年、10年あまり前に審議をしていただきました。

今回、県の努力のおかげで一歩前へ進みましたことを心より御礼申し上

げます。 

この案件につきましては、八幡浜管内でございますので、責任をもっ

てですね、漁業に迷惑がかからないよう、取り組んでいきますので、ど

うか御承認の方よろしくお願いいたします。 

 

立 花 議 長 他に皆さん、ございませんか。 

 

委 員 一 同 （ 意見なし ） 



立 花 議 長 御意見がないようでございますので、お諮りします。 

第４号議案、宇和海北部海域におけるいわし、あじ、さば機船船びき

網漁業の操業区域拡大につきましては、諮問のとおりの内容で決定して

差し支えない旨、答申することに御異議ございませんか。 

 

委 員 一 同 （ 異議なし ） 

 

立 花 議 長 異議がないようですので、そのように決定します。 

 

 

４ （５）第５号議案（令和８年度の新規の許可等について（諮問）） 

立 花 議 長 続きまして、第５号議案、令和８年度の新規の許可等についてを議題

とします。 

事務局から、説明願います。 

 

逢 阪 次 長 それでは、資料５の１ページを御覧ください。 

知事からの諮問文を朗読します。  

（ 諮問文朗読 ） 

諮問内容の詳細については、水産課から、説明をお願いします。 

 

納 田 係 長 （ 資料に基づき説明 ） 

 

立 花 議 長 説明が終わりましたので、御意見をお伺いします。 

 

委 員 一 同 （ 意見なし ） 

 

立 花 議 長 御意見がないようでございますので、お諮りします。 

第５号議案、令和８年度の新規の許可等につきましては、諮問のとお

りの内容で決定して差し支えない旨、答申することに御異議ございませ

んか。 

 

委 員 一 同 （ 異議なし ） 

 

立 花 議 長 異議がないようですので、そのように、決定します。 

 

 

４ （６）第６号議案（新規の許可等について（諮問）） 

立 花 議 長 続きまして、第６号議案、新規の許可等についてを議題とします。 

事務局から、説明願います。 

 

逢 阪 次 長 それでは、資料６の１ページを御覧ください。 

知事からの諮問文を朗読します。  

（ 諮問文朗読 ） 

諮問内容の詳細については、水産課から説明をお願いします。 

 



納 田 係 長 （ 資料に基づき説明 ） 

 

立 花 議 長 説明が終わりましたので、御意見をお伺いします。 

 

委 員 一 同 （ 意見なし ） 

 

立 花 議 長 御意見がないようでございますので、お諮りします。 

第６号議案、新規の許可等につきましては、諮問のとおりの内容で決

定して差し支えない旨、答申することに御異議ございませんか。 

 

委 員 一 同 （ 異議なし ） 

 

立 花 議 長 異議がないようですので、そのように、決定します。 

 

 

４ （７）第７号議案（宇和海におけるかご漁業の操業制限に関する委員会指示につ

いて） 

立 花 議 長 続きまして、第７号議案、宇和海におけるかご漁業の操業制限に関す

る委員会指示についてを議題とします。 

事務局から、説明願います。 

 

逢 阪 次 長 （ 資料に基づき説明 ） 

 

立 花 議 長 説明が終わりましたので、御意見をお伺いします。 

 

委 員 一 同 （ 意見なし ） 

 

立 花 議 長 御意見がないようでございますので、お諮りします。 

第７号議案、宇和海におけるかご漁業の操業制限に関する委員会指示

につきましては、原案のとおり決定することに、御異議ございませんか。 

 

委 員 一 同 （ 異議なし ） 

 

立 花 議 長 異議がないようですので、そのように、決定します。 

 

 

４ （８）第８号議案（真珠及び真珠貝養殖に係る吊りかご制限に関する委員会指示

について） 

立 花 議 長 続きまして、第８号議案、真珠及び真珠母貝養殖にかかる吊りかご制

限に関する委員会指示についてを議題とします。 

 

立 花 議 長 事務局から、説明願います。 

 

逢 阪 次 長 （ 資料に基づき説明 ） 

 



立 花 議 長 説明が終わりましたので、御意見をお伺いします。 

 

委 員 一 同 （ 委員一同 ） 

 

立 花 議 長 御意見がないようでございますので、お諮りします。 

第８号議案、真珠及び真珠母貝養殖にかかる吊りかご制限に関する委

員会指示につきましては、原案のとおり決定することに、御異議ござい

ませんか。 

 

委 員 一 同 （ 異議なし ） 

 

立 花 議 長 異議がないようですので、そのように、決定します。 

 

 

４ （９）第９号議案（愛媛県海域における竿つり及び手づりの制限に関する委員会

指示について） 

立 花 議 長 続きまして、第９号議案、愛媛県海域における竿つり及び手づりの制

限に関する委員会指示についてを議題とします。 

事務局から、説明願います。 

 

逢 阪 次 長 （ 資料に基づき説明 ） 

 

立 花 議 長 説明が終わりましたので、御意見をお伺いします。 

 

委 員 一 同 （ 意見なし ） 

 

立 花 議 長 御意見がないようでございますので、お諮りします。 

第９号議案、愛媛県海域における竿つり及び手づりの制限に関する委

員会指示につきましては、原案のとおり決定することに、御異議ござい

ませんか。 

 

委 員 一 同 （ 異議なし ） 

 

立 花 議 長 異議がないようですので、そのように、決定します。 

 

 

４ （10）第 10号議案（宇和海におけるさわら流し網漁業及びさごし、めじか流し網

漁業の操業制限に関する委員会指示について） 

立 花 議 長 続きまして、第 10号議案、宇和海におけるさわら流し網漁業及びさご

し、めじか流し網漁業の操業制限に関する委員会指示についてを議題と

します。 

事務局から、説明願います。 

 

逢 阪 次 長 （ 資料に基づき説明 ） 

 



立 花 議 長 説明が終わりましたので、御意見をお伺いします。 

 

委 員 一 同 （ 意見なし ） 

 

立 花 議 長 御意見がないようでございますので、お諮りします。 

第 10号議案、宇和海におけるさわら流し網漁業及びさごし、めじか流

し網漁業の操業制限に関する委員会指示につきましては、原案のとおり

決定することに、御異議ございませんか。 

 

委 員 一 同 （ 異議なし ） 

 

立 花 議 長 異議がないようですので、そのように、決定します。 

 

 

４ （11）第 11号議案（宝石さんごの採捕禁止に関する委員会指示について） 

立 花 議 長 続きまして、第 11号議案、宝石さんごの採捕禁止に関する委員会指示

についてを議題とします。 

事務局から、説明願います。 

 

逢 阪 次 長 （ 資料に基づき説明 ） 

 

立 花 議 長 説明が終わりましたので、御意見をお伺いします。 

 

委 員 一 同 （ 意見なし ） 

 

立 花 議 長 御意見がないようでございますので、お諮りします。 

第 11 号議案宝石さんごの採捕禁止に関する委員会指示につきまして

は、原案のとおり決定することに、御異議ございませんか。 

 

委 員 一 同 （ 異議なし ） 

 

立 花 議 長 異議がないようですので、そのように、決定します。 

 

 

４ （12）第 12 号議案（サイバーセキュリティを確保するための方針の策定につい

て） 

立 花 議 長 続きまして、第 12号議案、サイバーセキュリティを確保するための方

針の策定についてを議題とします。 

事務局から、説明願います。 

 

逢 阪 次 長 （ 資料に基づき説明 ） 

 

立 花 議 長 説明が終わりましたので、御意見をお伺いします。 

 

委 員 一 同 （ 意見なし ） 



立 花 議 長 御意見がないようでございますので、お諮りします。 

第 12号議案、サイバーセキュリティを確保するための方針の策定につ

きましては、原案のとおり決定することに、御異議ございませんか。 

 

委 員 一 同 （ 異議なし ） 

 

立 花 議 長 異議がないようですので、そのように、決定します。 

 

 

５ 報告事項（１）くろまぐろに関する令和７管理年度における知事管理漁獲可能量

の変更について 

立 花 議 長 以上で、事前にお知らせしておりました付議事項が終わりましたので、

次に報告事項に移ります。 

くろまぐろに関する令和７管理年度における知事管理漁獲可能量の変

更についてを報告願います。 

 

納 田 係 長 （ 資料に基づき説明 ） 

 

立 花 議 長 ただいまの報告について、御質問等がございましたら、お伺いします。 

 

委 員 一 同 （ 意見なし ） 

 

 

５ 報告事項（２）資源管理の状況等の報告について 

立 花 議 長 特に御質問がないようでございますので、続きまして、資源管理の状

況等の報告についてを報告願います。 

 

納 田 係 長 （ 資料に基づき説明 ） 

 

逢 阪 次 長 （ 資料に基づき説明 ） 

 

立 花 議 長 報告が終わりましたが、ただいまの報告について、御質問等がござい

ましたら、お伺いします。 

 

委 員 一 同 （ 意見なし ） 

 

 

５ 報告事項（３）連合海区・広域漁業調整委員会の開催状況について 

立 花 議 長 特に御質問がないようでございますので、続きまして、連合海区・広

域漁業調整委員会の開催状況についてを報告願います。 



大 谷 書 記 （ 資料に基づき説明 ） 

 

立 花 議 長 報告が終わりましたが、ただいまの報告について、御質問等がござい

ましたら、お伺いします。 

 

委 員 一 同 （ 意見なし ） 

 

立 花 議 長 特に御質問がないようでございますので、以上で、報告事項を終わり

ます。 

 

 

６ その他 

立 花 議 長 以上で、事前にお知らせをしておりました議題は、全て終了しました

が、最後に、その他として何かございませんか。 

 

委 員 一 同 （ 意見なし ） 

 

立 花 議 長 それでは、私の方から少し話をさせていただきたいと思います。 

本当にですね、私も去年の 10 月 24 日に会長という大役を受けたわけ

でございますけれども、今日の３号議案と４号議案の宇和海におけるぶ

りをとることを目的とするまき網漁業、そして、宇和海北部の福島委員

のところの機船船びき網漁業の操業区域の拡大、これが、ぶりについて

は令和３年から、また、いわし、あじ、さばに関しては、11年前からの

懸念事項でございました。 

本当に、県の皆様にはお力添えをいただきながら、煩雑な事務をこな

していただき、なんとかここまでこぎつけることができ、私も大変嬉し

く思っておりますし、これから、ますます資源管理をしっかりしながら、

漁業の将来を見据えてやっていきたいと思っております。 

そして、今日は三崎の尾崎支所運営委員長が傍聴に来られております。

本当にしっかりと TAC 制度で管理しながらですね、私も十何年、県まき

網の事務局をしたことによってですね、木和田委員もまき網関係はよく

わかっていますが、しっかりと調整をしながら、尾崎運営委員長の一本

釣り業者、その他の漁業者に迷惑をかけないように、しっかりと内部で

話をしながら、調整していきながら、前に進めていきたいと思いますの

で、本当に今回はありがとうございました。 

 

立 花 議 長 事務局から、何かありませんか。 

 

逢 阪 次 長 報告させていただきます。資料の一番最後にお配りしております、愛



媛県報を御覧ください。 

令和６年 12 月 11 日開催の第 311 回愛媛海区漁業調整委員会におい

て、令和７年６月１日施行の愛媛県漁業調整規則の一部改正についてお

諮りし、諮問のとおりの内容で差し支えない旨の決定をいただき、また、

水産庁の指導等による軽微な修正についても事務局、県に御一任いただ

く旨の付帯決議をいただいていたところです。 

当該諮問においては、刑法の改正による懲役と禁錮を廃止して、拘禁

刑に統一する規則の一部改正と併せて、中型まき網漁業のうち、もじゃ

こをとるものについて、許可番号表示の除外規定をおこうとするもので

したが、経過措置を定める附則の書きぶりについて、水産庁から技術的

な助言があり、拘禁刑の改正ともじゃこの許可番号表示の改正の施行日

をそれぞれ分けるよう指示があったものです。令和６年 12月の諮問内容

に変更があった場合には、本委員会に報告することとなっており、令和

７年５月 27日に拘禁刑に係る部分の一部改正の公布を終えた後、このた

び、もじゃこの許可番号表示に係る部分について、令和８年２月 27日に

この県報のとおり一部改正の公布を行いましたので、御報告いたします。 

以上でございます。 

 

立 花 議 長 今の報告については、皆さんよろしいですかね。 

 

委 員 一 同 （ 意見なし ） 

 

立 花 議 長 他に何かありませんか。 

 

納 田 係 長 豊後水道海域におけるタチウオ遊漁に関する協議について連絡しま

す。 

愛媛県佐田岬灯台沖の豊後水道の本県海域においては、近年タチウオ

資源の低迷が続いており、今後の資源管理についてこのたび、瀬戸内海

漁業調整事務所の呼びかけにより、愛媛県の釣り漁業者及び遊漁船業者、

大分県の釣り漁業者及び遊漁船業者、大中型まき網漁業者の５者による

協議を本年６月中に開催する予定となりました。 

瀬戸内海漁業調整事務所によると、５者による協議では、近年タチウ

オの漁場に多くの漁船と遊漁船が集中する危険な状態となっていること

から、遊漁に関する調整を目的に関係者で意見交換することとしていま

すので、事前にお知らせします。 

また、５者による協議で決定した事項につきましては、必要に応じて

本委員会で報告させていただきます。 

以上です。 

 



立 花 議 長 今の報告で、何か皆さんございますか。 

 

委 員 一 同 （ 意見なし ） 

 

立 花 議 長 それでは、全ての事項が終了しましたので、これをもって本日の委員

会を閉会します。 

閉会に当たり、御挨拶申し上げます。 

本日は第 317 回愛媛海区漁業調整委員会に御出席賜り、誠にありがと

うございました。各委員におかれましては、慎重かつ活発な御審議をい

ただき、心より感謝申し上げます。本日御決定をいただきました事項に

つきましては、適切に対応してまいります。 

以上を持ちまして、第 317 回愛媛海区漁業調整委員会を閉会いたしま

す。 

誠にありがとうございました。 

 

15時 52分 閉会 


